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１　計画相談支援・障がい児相談支援の概要について

　　　平成２４年４月の障がい者自立支援法・児童福祉法の一部改正により、計画相談支援・障がい児
　　相談支援が始まりました。
　　　障がい福祉サービス、障がい児通所支援を利用するすべての方は、平成２７年４月から
　　サービス等利用計画案又は障がい児支援利用計画案を作成したうえで支給決定を行うことになり
　　ました。

（１）計画相談支援・障がい児相談支援

①対象者 障がい福祉サービス、地域相談支援の支給決定を受ける者

②サービス内容

③サービスの実施者（サービス等利用計画を作る人） 指定特定相談支援事業者の

相談支援専門員

①対象者 障がい児通所支援の通所給付決定を受ける者

②サービス内容

③サービスの実施者（障がい児支援利用計画を作る人） 指定障がい児相談支援事業者の
相談支援専門員

障がい児支援利用援助

ア　障がい児支援利用計画案の作成。
イ　指定障がい児通所支援事業者等との連絡調整。
　　※通所給付決定後、サービス担当者会議を開催し、
　　　事業所と支援内容を確認、調整。
ウ　障がい児支援利用計画の作成。

継続障がい児支援利用援助

ア　モニタリング期間ごとに、障がい児支援利用計画が
　　適切かどうか、サービスの利用状況を検証。
イ　検証の結果及び心身の状況、その置かれている
　　環境、サービスの利用に関する意向その他事情を
　　勘案し、障がい児支援利用計画の見直しを行う。
ウ　見直しの結果に基づき、いずれかの便宜の供与を
　　行う。
　　　　・障がい児支援利用計画を変更するとともに、
　　　　　関係者との連絡調整を行う。
　　　　・新たな通所給付決定又は変更が必要な場合は、
　　　　　申請の勧奨を行う。

サービス利用支援

継続サービス利用支援

ア　サービス等利用計画案の作成。
イ　指定障がい福祉サービス事業者、指定一般相談
　　支援事業者等との連絡調整。
　　※支給決定後、サービス担当者会議を開催し、
　　　事業所と支援内容を確認、調整。
ウ　サービス等利用計画の作成。

ア　モニタリング期間ごとに、サービス等利用計画が
　　適切かどうか、サービスの利用状況を検証。
イ　検証の結果及び心身の状況、その置かれている
　　環境、サービスの利用に関する意向その他事情を
　　勘案し、サービス等利用計画の見直しを行う。
ウ　見直しの結果に基づき、いずれかの便宜の供与を
　　行う。
　　　　・サービス等利用計画を変更するとともに、
　　　　　関係者との連絡調整を行う。
　　　　・新たな支給決定又は変更が必要な場合は、
　　　　　申請の勧奨を行う。

計画相談支援

障がい児相談支援
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（２）障がい児の対応

　　ア　障がい福祉サービス（居宅介護、短期入所など）の利用

　　　　　　→　指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画を作成。

　　イ　障がい児通所支援（児童発達支援、放課後等デイサービスなど）の利用

　　　　　　→　指定障がい児相談支援事業者が障がい児支援利用計画を作成。

　　ウ　障がい福祉サービスと障がい児通所支援の両方を利用する場合には、サービス等利用計画

　　　及び障がい児支援利用計画を一体的にまとめた計画を作成します。

　　　その場合、報酬は障がい児相談支援給付費のみの算定となります。

（３）地域生活支援事業との関わり

　　　移動支援や地域生活支援デイサービス、日中短期入所など地域生活支援事業のみの申請、

　　支給決定については、計画相談支援、障がい児相談支援の対象にはなりません。

　　　なお、障がい福祉サービス、障がい児通所支援と併せて地域生活支援事業の申請、支給

　　決定を受ける場合は、計画相談支援、障がい児相談支援の対象になります。

　　　その場合は、サービス等利用計画案、障がい児支援利用計画案に地域生活支援事業も

　　盛り込むようにしてください。

（４）介護保険制度サービスの利用の対応

　　　介護保険制度のサービスを利用する場合については、ケアプランの作成対象者となるため、

　　障がい福祉サービス固有のサービスを利用を希望する場合で、市がサービス等利用計画案の　

　　作成が必要と認める場合に求めるものとします。　

（５）サービスの実施者に係る留意事項

　　　相談支援専門員が、担当する障がい者（児）の利用するサービス提供事業所の職員と兼務する

　　場合（地域相談支援に係る指定一般相談支援事業所と兼務する場合は除く）については、

　　サービス提供事業所との中立性の確保や、サービス提供事業所と異なる視点での検討が

　　欠如しかねないことから、以下の①～③のやむを得ない場合を除き、当該者が利用するサービス

　　提供事業所と兼務しない相談支援専門員が継続サービス利用支援（継続障がい児支援利用援助）を

　　実施します。

　　　また、支給決定の更新又は変更に係るサービス利用支援（障がい児支援利用援助）についても

　　当該者が利用するサービス提供事業所と兼務しない相談支援専門員が実施します。

　①身近な地域に指定特定相談支援事業者（指定障がい児相談支援事業者）がない場合

　②支給決定又は支給決定の変更によりサービス内容に著しく変動があった者のうち、

　　当該支給決定からおおむね３か月以内の場合

　 　　　※サービス利用支援（障がい児支援利用援助）とその直後の継続サービス利用

　　　　支援（継続障がい児支援利用援助）は一体的な業務であること、また、指定特定

　　　　相談支援事業者（指定障がい児相談支援事業者）の変更にあたっては利用者が

　　　　別の事業者と契約を締結し直すことが必要であるため、一定期間を猶予。

　③その他市町村がやむを得ないと認める場合

※基本的には、サービス利用支援（障がい児支援利用援助）と継続サービス利用支援

　（継続障がい児支援利用援助）は、一貫して行うことが望ましいとされています。

（６）セルフプラン

　　　指定特定相談支援事業者又は指定障がい児相談支援事業者が作成する計画案の代わりに、

　　サービスを利用する方やその家族が自分で計画（セルフプラン）を作成することができます。　　

　　　セルフプランが作成できるのは、「身近な地域に指定特定相談支援事業者（指定障がい児

　　相談支援事業者）がない場合」又は「障がい者又は障がい児の保護者がセルフプランの提出を

　　希望する場合」です。

　　　セルフプランの場合は、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業者による

　　モニタリングは実施しません。





２　サービス利用までの流れ

申請者は、市役所に申請します。（障がい福祉課での申請になります）
サービス等利用計画（障がい児支援利用計画）が必要な方については、
今後、体制が整い次第、市から「サービス等利用計画案・障がい児
支援利用計画案提出依頼書」（以下「依頼書」という。）を申請者に交付します。

調査員が自宅、施設等を訪問し、サービス利用等の聞き取り、
障がい程度区分の認定調査を行います。
　①訓練等給付・地域生活支援事業・児童

　②介護給付を希望する１８歳以上の方

　　　　「依頼書」を交付していない

　　　　申請者でも、障がい福祉サービスや

　　　　障がい児通所支援の支給申請者で

　　　　あれば、契約していただいて

　　　　かまいません。

　　　その場合、障がい福祉課まで
　　　ご一報ください！

※平成２６年度までは、計画案の提出を受けずに
　サービス検討会議に進む案件があります。

　　　　＜主な関わり＞

サービス支給申請

聞き取り調査

障
が
い
程
度
区
分
の

認
定

サービス等利用計画案（障がい児支援利用計画案、セルフプラン）の提出

サービス検討会議

支給決定・受給者証の発行

サービス担当者会議

サービス等利用計画（障がい児
支援利用計画）の作成

サービス提供事業者と利用契約

サービス利用開始

モニタリング

指定特定相談支援事業所、
指定障がい児相談支援事業所との契約

インテーク・アセスメント

①

②

　サービス検討会議は、毎月５日、１５日、２５日　午後１時
から実施しています。（水曜、土曜、日曜、祝日の場合は、翌
開庁日に実施）

　サービス検討会議の資料は、原則、会議の一週間前に発送す
るため、発送日の前日に資料の提出を締め切ります。そのた
め、スケジュールに余裕をもって提出してください。緊急の
ケースはご相談ください。

写しを市へ提出してください。

市

特定・障がい児相談支援

サービス提供事業所





◆：必須項目

１．利用者の状況

生活歴　※受診歴等含む 医療の状況　※受診科目、頻度、主治医、疾患名、服薬状況等

名称 提供機関・提供者 支援内容 頻度 備考

障がいまたは疾患名 障がい程度区分

関係
（職業等）

手帳情報（種類・等級）

◆　成年後見制度・未成年後見制度

利用　　　　　利用なし

類
型

氏名

②

年金 ①

４．支援の状況

　　◆
本人の主訴（意向・希望）

　　　◆
家族の主訴（意向・希望）

３．主訴

２．概要(支援経過・現状と課題等)

介護保険 氏名
類
型

関係
（職業等）

生活保護

◆
作成日

◆
計画作成担当者

申請者の現状（基本情報）

◆
相談支援事業者名

家族構成　※年齢、職業、主たる介護者、留意すべき家族の状況等を記入

住　　所

　◆　社会関係図 ※本人と関わりを持つ機関・人物等（役割）

メール等

男　・　女才年　齢／性　別

居住形態

　　　◆
その他の支援

◆　氏　　名（児童氏名）

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄

◆　生年月日

公的支援（障
がい福祉サー
ビス、介護保
険等）

電話番号 ＦＡＸ番号

①





申請者の現状（基本情報）　【現在の生活】

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分（児童不要） 相談支援事業者名

計画作成担当者

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動

週単位以外のサービス

14:00

16:00

18:00

20:00

6:00

8:00

10:00

12:00

22:00

0:00

2:00

4:00

②







サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分（児童不要） 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

通所受給者証番号（児童） 計画案作成日

地域相談支援受給者証番号

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

4

5

6

以上の計画に同意します。

自署又は押印

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

（本人　・　保護者　・　代理人等　）平成　　　　年　　　　　月　　　　　日　 氏名 ←該当するものに○
１８歳未満の場合は保護者

優先
順位

解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標
達成
時期

その他留意事項

課題解決のための
本人の役割

（生かすことができる本人の強
み）

確認
時期

障がい福祉サービス受給者証番号

モニタリング期間
（開始予定年月）

「その他」を設定し
た理由

１回目予定
（　　　年　　月）

「その他」を選択した場合→ モニタリング期間

サービス種 申請支給量
今回申請する

障がいサービス・
障がい児通所支援・
地域生活支援事業

申請支給量申請支給量 サービス種サービス種 申請支給量 サービス種

③







サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

通所受給者証番号（児童） 計画案作成日

地域相談支援受給者証番号

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）

1

2

3

1

2

3

以上の計画に同意します。

自署又は押印

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

本人 家族

平成　　　　年　　　　月　　　　　日　　 氏名　 （本人　・　保護者　・　代理人等　） ←該当するものに○
１８歳未満の場合は保護者

モニタリング期間
「その他」を設定し

た理由
モニタリング期間
（開始予定年月）

１回目予定
（　　年　　　月）

「その他」を選択した場合→

今回申請する
障がいサービス・

障がい児通所支援・
地域生活支援事業

サービス種 申請支給量 サービス種 申請支給量申請支給量 サービス種 サービス種 申請支給量

障がい福祉サービス受給者証番号

達成
時期

その他留意事項

本
人

家
族

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人・家族のニーズ）

支援目標
課題解決のための
本人・家族の役割

（生かすことができる本人の強み）

確認
時期

児童用 ④







該当するものに○を付けてください。

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分（児童不要） 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号（児童）

計画開始年月

月 火 水 木 金 土 日・祝 主な日常生活上の活動
※必要な場合は、家族の生活についても記入。

週単位以外のサービス

サービス提供
によって実現
する生活の

全体像

【週間計画表】

サービス等利用計画案・障がい児支援利用計画案 サービス等利用計画・障がい児支援利用計画 継続サービス等利用計画・継続障がい児支援利用計画

利用者負担上限月額
（計画案は記載不要。）

10:00

12:00

障がい福祉サービス受給者証番号

6:00

8:00

2:00

4:00

14:00

16:00

18:00

20:00

22:00

0:00

⑤







利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分（児童不要） 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限月額 計画作成日

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号（児童） ↑　計画は、利用者等の同意を得たうえで作成完了となります。

計画作成日には、作成完了日を記載してください。

←受給者証に記載されているモニタリング期間を転記してください。

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者名

（担当者名・電話）

1

2

3

4

5

6

以上の計画に同意します。

自署又は押印

氏名 （本人　・　保護者　・　代理人等　）

達成
時期

確認
時期

←該当するものに○
１８歳未満の場合は保護
者

課題解決のための
本人の役割

（生かすことができる本人の強
み）

障がい福祉サービス受給者証番号

モニタリング期間

サービス等利用計画・障がい児支援利用計画

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

優先
順位

その他留意事項
解決すべき課題
（本人のニーズ）

支援目標

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日　

⑥







利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限月額 計画作成日

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号（児童） ↑　計画は、利用者等の同意を得たうえで作成完了となります。

　　計画作成日には、作成完了日を記載してください。

←受給者証に記載されているモニタリング期間を転記してください。

総合的な援助の方針

長期目標

短期目標

福祉サービス等

種類・内容・量（頻度・時間）
提供事業者名

（担当者名・電話）

1

2

3

1

2

3

以上の計画に同意します。

自署又は押印

利用者及びその家族の
生活に対する意向
（希望する生活）

本人 家族

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日　 氏名 （本人　・　保護者　・　代理人等　）
←該当するものに○
１８歳未満の場合は保護者

優
先
順
位

解決すべき課題
（本人・家族のニーズ）

支援目標
課題解決のための
本人・家族の役割

（生かすことができる本人の強み）

確認
時期

その他留意事項

サービス等利用計画・障がい児支援利用計画

モニタリング期間

障がい福祉サービス受給者証番号

達成
時期

家
族

本
人

児童用 ⑦







モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助）

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分（児童不要） 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限月額 計画作成日

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

モニタリング実施日

計画変更の必要性

サービス
種類の変更

サービス
量の変更

週間計画の
変更

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

4 有・無 有・無 有・無

5 有・無 有・無 有・無

6 有・無 有・無 有・無

←モニタリング報告書を市へ提出してください。

　無 ↑ 該当するほうへ○をつけてください。

以上の計画に同意します。

自署又は押印

←モニタリング報告書とサービス等利用計画案（障がい児支援利用計画
案）、週間計画表を市へ提出してください。

今後の課題・
解決方法

その他留意事項

総合的な援助の方針 全体の状況

本人の感想・
満足度

障がい福祉サービス受給者証番号

優先順
位

支援目標
達成
時期

サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

変更理由

モニタリング期間の
変更の必要性

直近の計画作成より６か月を
超える又はサービス種、支給
量、ニーズ等に変化がある場
合

障がい福祉サービス・障がい児
通所支援の更新時

チェック表

　有　（モニタリング期間　　　　　　　　　　　　　　　　）

直近の計画作成より６か月以
内で、サービス種、支給量、
ニーズ等に変化がない場合

※モニタリング期間の変更の必要性がある場合は、モニタリング期間と変更
理由を記入して市へ提出してください。変更の必要性がない場合は、「無」
に○をつけ、事業所で保管してください。 ←該当するものに○

１８歳未満の場合は保護者氏名 （本人　・　保護者　・　代理人等　）平成　　　　年　　　　　月　　　　　日　

⑧







モニタリング報告書(継続サービス利用支援・継続障がい児支援利用援助）

利用者氏名（児童氏名） 障がい程度区分 相談支援事業者名

保護者氏名（児童の場合） 本人との続柄 計画作成担当者

利用者負担上限月額 計画作成日

地域相談支援受給者証番号 通所受給者証番号

モニタリング実施日

計画変更の必要性

サービス
種類の変更

サービス
量の変更

週間計画の
変更

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

1 有・無 有・無 有・無

2 有・無 有・無 有・無

3 有・無 有・無 有・無

←モニタリング報告書を市へ提出してください。

　無 ↑ 該当するほうへ○をつけてください。

以上の計画に同意します。

自署又は押印

←該当するものに○
１８歳未満の場合は保護者

※モニタリング期間の変更の必要性がある場合は、モニタリング期間と変
更理由を記入して市へ提出してください。変更の必要性がない場合は、
「無」に○をつけ、事業所で保管してください。

平成　　　　年　　　　　月　　　　　日　 氏名 （本人　・　保護者　・　代理人等　）

変更理由

モニタリング期間の
変更の必要性

　有　（モニタリング期間　　　　　　　　　　　　　　　　）

直近の計画作成より６か月を
超える又はサービス種、支給
量、ニーズ等に変化がある
場合

障がい福祉サービス・障がい児
通所支援の更新時

チェック表

直近の計画作成より６か月
以内で、サービス種、支給
量、ニーズ等に変化がない
場合

障がい福祉サービス受給者証番号

優先
順位

支援目標
達成
時期

サービス提供状況
（事業者からの聞き取り）

支援目標の達成度
（ニーズの充足度）

総合的な援助の方針 全体の状況

今後の課題・
解決方法

その他留意事項
本人の感想・

満足度

←モニタリング報告書とサービス等利用計画案（障がい児支援利用
計画案）、週間計画表を市へ提出してください。

本
人

家
族

児童用 ⑨







３　支給決定内容

①計画相談支援給付費（障がい児相談支援給付費）の支給期間
②指定特定相談支援事業所（指定障がい児相談支援事業所）の番号、事業所名
③モニタリング期間

　　＜障がい福祉サービス　地域生活支援事業受給者証＞　　　　　　　　＜通所受給者証＞

　（１）計画相談支援給付費（障がい児相談支援給付費）の支給期間

受給者証への記載例 平成●年▲月　～　平成◆年■月

支給期間の開始月

支給期間の終期月

サービスの支給決定月（ただし、計画相談支援給付費の更新時については、更新前
の支給期間の翌月）

計画相談支援（障がい児相談支援）対象者が利用する障がい福祉サービス、障がい
児通所支援の支給決定の有効期間のうち、最長の有効期間の終期月

①

②

③

＜例＞　　居宅介護、就労継続支援Ａ型の新規申請
　
　　利用者の誕生日　１１月１３日　　　　支給決定日　平成２５年７月２６日
　
　　サービスと支給期間　　　　　　　居宅介護（有効期間１年のサービス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年７月２６日～平成２５年１１月３０日
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　就労継続支援Ａ型（有効期間３年のサービス）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２５年７月２６日～平成２７年１１月３０日

　
　　計画相談支援給付費の支給期間　　　平成２５年７月～平成２７年１１月

①

②

③





　（２）モニタリング期間について

受給者証への記載例 毎月（当初３か月）その後６か月ごと（Ｈ25.●、Ｈ25.▲、Ｈ25.■、Ｈ26.◎）

■モニタリング期間は、指定特定相談支援事業者、指定障がい児相談支援事業所の提案を踏まえ、
　勘案事項及び期間を勘案して、市が個別に定めます。　

■国の標準期間

毎月ごと
※利用開始から３か月間に限る。

毎月ごと

６か月ごと

１年ごと

■受給者証への記載 ●か月ごと（Ｈ25.▲、Ｈ25.■、Ｈ25.◎）

モニタリング期間に係る継続サービス利用支援（継続障がい児支援利用援助）の開始月

　　サービスの支給決定の有効期間の終期月にモニタリングを行うことを前提に、

　モニタリング期間を勘案して、そこから遡って開始月を設定する。

　　なお、一人の者に対して複数のサービスの有効期間の終期が設定される場合には、

　最長の有効期間の終期月にモニタリングを行うことを前提とする。

　　※新規の場合は、標準期間として当初３か月は毎月モニタリングを行うこととしている。

　　　その場合は、支給決定日の翌月から３か月間、モニタリングを行う。ただし、支給決定日が

　　　月の初日の場合は当該月から３か月間とする。

モニタリング期間に係る継続サービス利用支援（継続障がい児支援利用援助）の終期月

　　原則、計画相談支援給付費（障がい児相談支援給付費）の支給期間の終期月と同じ。

　　ただし、モニタリング期間が「毎月ごと」の者については、最長１年以内で終期月を設定する。

モニタリングの実施月
　　サービスの支給決定の有効期間の終期月にモニタリングを行うことを前提に、

　モニタリング期間を勘案して、そこから遡って実施月を設定する。

　　なお、一人の者に対して複数のサービスの有効期間の終期が設定される場合には、

　複数の有効期間の終期月各々に、モニタリングを設定する。

③療養介護、重度障がい者等包括支援及び施設入所支援を
除く障がい福祉サービス、地域定着支援、地域移行支援又
は障がい児通所支援を利用する者　　※①、②を除く

④療養介護、重度障がい者等包括支援または施設入所支援
を利用する者　　※①及び地域移行支援利用者を除く

①支給決定又は支給決定の変更によりサービスの種類、内
容に著しく変動があった者

②療養介護、重度障がい者等包括支援及び施設入所支援を
除く障がい福祉サービス、地域定着支援又は障がい児通所
支援を利用する者（※①を除く）のうち次の場合

　ア　障がい者支援施設、障がい児入所施設からの退所に
　　　伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要で
　　　ある者
　イ　単身世帯に属するため又はその同居している家族等
　　　の障がい、疾病等のため、自らサービス事業所との
　　　連絡調整を行うことが困難である者
　ウ　重度障がい者等包括支援に係る支給決定を受けるこ
　　  とができる者（支給決定はまだ受けていないこと）





４　報酬

　　計画相談支援及び障がい児相談支援の報酬は以下のとおりです。

（１）計画相談支援

サービス名 報酬
居宅介護支援
費重複減算Ⅰ

居宅介護支援
費重複減算Ⅱ

介護予防支援
費重複減算

特別地域加算

サービス利用支援 １，６００単位／月 －７００単位 －1,000単位 －112単位

継続サービス利用支援 １，３００単位／月 －７００単位 －1,000単位 －112単位

利用者負担上限額管理加算 １５０単位／月

●居宅介護支援費重複減算Ⅰ

　一人の相談支援専門員が、要介護１又は要介護２の者に対して、介護保険の指定居宅介護支援と

　一体的に指定計画相談支援を行った場合に、所定単位数から７００単位減算されます。

●居宅介護支援費重複減算Ⅱ

　一人の相談支援専門員が、要介護３、要介護４又は要介護５の者に対して、介護保険の指定居宅介護支援と

　一体的に指定計画相談支援を行った場合に、所定単位数から１，０００単位減算されます。

●介護予防支援費重複減算

　一人の相談支援専門員が、要支援１又は要支援２の者に対して、介護保険の指定介護予防支援と

　一体的に指定計画相談支援を行った場合に、所定単位数から１１２単位減算されます。

（２）障がい児相談支援

サービス名 報酬 特別地域加算

障がい児支援利用援助 １，６００単位／月

継続障がい児支援利用援助 １，３００単位／月

利用者負担上限額管理加算 １５０単位／月

※指定特定相談支援事業者が、障がい児相談支援を受けている保護者に対して、指定計画相談支援を

　行った場合には、障がい児相談支援給付費を算定し、計画相談支援給付費は算定しません。

（３）報酬関係の留意事項

●給付費は、利用者から文書に同意を得た時点で発生します。

●サービス利用支援費（障がい児支援利用援助費）は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても

　１，６００単位しか算定することはできません。

●継続サービス利用支援費（継続障がい児支援利用援助費）は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても

　１，３００単位しか算定することはできません。

●モニタリングを行った結果、サービス等利用計画（障がい児支援利用計画）を作成するという一連の流れで行った

　場合は１，６００単位のみを算定し、１，３００単位は算定できません。（月をまたいだ場合でも）

●同一の月にモニタリングを行った後で、サービス利用支援（障がい児支援利用援助）を行った場合、一連の流れでは

　ありませんが、１，６００単位のみ算定します。ただし、市があらかじめ同一の月にサービス利用支援（障がい児

　支援利用援助）とモニタリングを決定した者については、１，６００単位と１，３００単位の算定ができます。

（４）請求方法

●国保連合会への請求ではなく、紙様式で市へ直接請求をお願いします。

●毎月１０日までに、豊田市障がい福祉課まで請求書を提出してください。

＋15／100

＋15／100

　１　初回請求時に提出する書類
　　①　請求書
　　②　支払情報票
　　③　委任状（請求者と給付費の受任者が異なる場合に必要。様式は任意。市に様式例あり。）

　２　２回目以降の請求時に提出する書類
　　①　請求書
　　②　支払情報票（口座振込先が変更になる場合）
　　③　委任状（口座振込先の変更等で請求者と受任者が異なる場合に必要。様式は任意。市に様式例あり。）





（様式第四）

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（　請　求　先　）

豊田市長 殿

下記のとおり請求します。

枚目枚中

円

小計 円

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日年

フリガナ サービスコード 単位数 請求額受給者証番号

モニタリング日 平成

円/単位

項番 支給決定障がい者等 請求額計算欄

単位数単価計画相談支援

地域区分千 円 区　　分 件数
請求金額

百万

職・氏名

平成 年 月分

電話番号

名　称

住　所
（所在地）

計画相談支援給付費　請求書

請
求
事
業
者

指定事業所番号





（様式第三）

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（　請　求　先　）

殿

下記のとおり請求します。

枚中 枚目

円

円小計

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名月 日

サービスコード 単位数 請求額

モニタリング日 平成 年

フリガナ

円

受給者証番号

氏名

単位数 請求額

年 月 日

フリガナ サービスコード

障がい児相談支援

受給者証番号

モニタリング日 平成

件数

円/単位

項番 給付決定保護者 請求額計算欄

単位数単価

地域区分千 円 区　　分
請求金額

百万

職・氏名

平成 年 月分

電話番号

名　称

住　所
（所在地）

障がい児相談支援給付費請求書

請
求
事
業
者

指定事業所番号





 

 

支 払 情 報 票 

 

 

〒 

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

住 所  

 ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

法 人 名  

電 話 番 号     －   －     

振 込 先 

金 融 機 関 

            銀行 

            信用金庫 

            信用組合 

            農協 

            本店 

            支店 

            出張所 

預 金 種 別  普通 ・ 当座 ・ その他（        ） 該当部分を○で囲む 

口 座 番 号        右詰で記入 

 
ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ 

口 座 名 義 
 

 

（注）原則として、「口座名義」は、請求書に記載する請求者と同一とすること。 

   もし、異なる必要がある場合は、委任状を提出すること。 

初回の請求時のみ提出ください。 





豊田市の現状、今後の方針及びスケジュールについて 

 

平成２５年１０月２４日 

豊田市障がい福祉課 

 

１ 豊田市の現状 

（１）指定特定相談支援事業者・指定障がい児相談支援事業者数（平成２５年７月現在） 

区     分 事業者数 

指定特定相談支援事業者 １８ 

指定障がい児相談支援事業者 １４ 

 

（２）平成２５年度末の市内の相談支援専門員数見込み 

 ８２人（平成２５年度初任者研修修了予定者を含む） 

区        分 人数（人） 要件の有効期限 

現在、指定相談支援事業所に配置されてい

る相談支援専門員数 

２８ 各人で異なるが、有効期限が切

れる前に現任研修の受講が必要。

平成２５年度初任者研修修了予定数 ３９  平成３１年３月 

平成２４年度初任者研修修了者  ※ １２  平成３０年３月 

平成２３年度初任者研修修了者 ※  ３  平成２９年３月 

※現在、指定特定相談支援事業所に配置されている相談支援専門員は除く。 

 

（３）平成２７年度末サービス等利用計画の作成対象者見込み数 

２，６００人 

平成２５年度末（平成２６年３月末） ２，２００人

平成２６年度末（平成２７年３月末） ２，４００人

平成２７年度末（平成２８年３月末） ２，６００人

※平成２５年４月１日現在で２，０３２人、毎年、約２００人の新規利用者がいると仮定 

 

（４）平成２５年度末サービス等利用計画の作成見込み人数 

２，０５０人（平成２５年度末相談支援専門員見込み数８２人×相談支援専門員１人あたり

作成見込み人数２５人※） 

※計画相談支援におけるアンケート調査（平成２５年７月自立支援協議会サービス等利用計画勉強会実施）
の結果から推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

５５０人分の計画を作成できず、支給決定が受けられない可能性があります！！ 

資料２ 



●豊田市地域自立支援協議会（サービス等利用計画プロジェクト・同勉強会）でのこれまでの取組 

・平成２４年度 

①サービス等利用計画の作成やモニタリングの方法等の学習 

  ②サービス等利用計画の書式について、豊田市版を作成 

 ・平成２５年度 

①セルフプラン運用の検討 

  ②サービス検討会議におけるサービス等利用計画の扱い等の検討 

  ③市内のサービス提供事業所に対する計画相談支援の理解度や勉強会開催に向けたニーズについ

て、アンケート調査を実施し、勉強会を企画・開催 

 

２ 今後の方針 

平成２７年度以降、全ての利用者に対して、相談支援専門員の作成するサービス等利用計画案又

はセルフプランの提出を必須とする。そのために、既存の指定特定相談支援事業者・指定障がい児

相談支援事業者を中心に早期の利用計画案作成を推進し、平成２６年度中の全件作成を目標とする。 

また、愛知県と連携した相談支援専門員の更なる養成、特定相談支援事業者・障がい児相談支援

事業者の指定の促進を図る。 

 

３ 今後のスケジュール（◎印は説明会など） 

時  期 内                 容 

平成２５年１２月～

平成２６年１月予定 

◎相談支援の事業者指

定に向けた説明会 

相談支援従事者研修（初任者研修）の修了

者が所属している事業所のうち、特定相談支

援・障がい児相談支援の指定を取得していな

い事業所に対して指定取得に向けた説明会を

開催する。 

平成２６年１月～ 

予定 

利用者へ向けた制度の

案内を開始 

現サービス利用者へサービス等利用計画作

成について案内する。 

平成２６年１月～ 

２月予定 

◎自立支援協議会サー

ビス等利用計画勉強会

主催の勉強会 

相談支援専門員の質の向上を図り、利用計

画作成に資するため、相談支援専門員を対象

とした勉強会を開催する。 

平成２６年７月～ 

１２月予定 

◎平成２６年度相談支

援従事者研修実施 

愛知県主催相談支援従事者研修（現任研

修、初任者研修） 

平成２６年１２月～

平成２７年１月予定 

◎相談支援の事業者指

定に向けた説明会 

相談支援従事者研修（初任者研修）の修了

者が所属している事業所のうち、特定相談支

援・障がい児相談支援の指定を取得していな

い事業所に対して指定取得に向けた説明会を

開催する。 

平成２７年４月 
サービス等利用計画案

の提出必須化（全件） 

サービス利用者全員に対して、相談支援専

門員の作成する利用計画案又はセルフプラン

の提出を求める。 

 



資料３



※２以下省略







 

 

 

 

特定相談支援事業所・障がい児相談支援事業所 

 

指定申請の手引き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市障がい福祉課 

平成２５年１０月 

資料４ 



◎ はじめに 

 

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「総合支援法」

という。）に基づく相談支援事業には、①一般相談支援事業、②特定相談支援事業、③地域

生活支援事業に位置づけられる相談支援事業の、大きく分類するとこの三種類があります。

さらに、児童福祉法に基づく④障がい児相談支援を加えた四種類が障がい児・者に関する

相談支援事業となります。 

 

※ 詳しい事業体系は別添資料１「相談支援事業の体系と内容」（8 ページ）を参照 

 

 そのうち、この手引きでは「特定相談支援事業所」と「障がい児相談支援事業所」の指

定について説明をしていきます。 

 

 

◎ 相談支援事業を行うには、、、事業所の指定を受ける必要があります！ 

 

 相談支援事業を行うためには、実施する事業（計画相談支援、障がい児相談支援）ごと

に豊田市から「相談支援事業所」としての「指定」を受ける必要があります。それぞれの

事業所種別と実施する事業の種別は別添資料１「相談支援事業の体系と内容」（8 ページ）

のとおりです。なお、障がい児相談支援事業を実施する場合は、総合支援法に基づくホー

ムヘルパーやショートステイも含めた一体的な計画が必要となることが想定されるため、

計画相談支援事業の実施も合わせて行うことを基本とします（他の事業所との連携等によ

り支障なしと考えられる場合は、この限りではありません）。 

 指定を受けるためには、国が定めた人員や運営に関する基準（※）を満たす体制を整え

たうえで、豊田市へ指定申請を行います。 

 

※ 計画相談支援の基準 

 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3 月 13 日厚生

労働省令第 28 号） 

※ 障がい児相談支援 

 児童福祉法に基づく指定障がい児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

（平成 24 年 3 月 13 日厚生労働省令第 29 号） 

 

 

 

 

 

 

・ 事業を行うためには、「事業所指定」を受ける必要がある！ 

・ 指定を受けるためには、「指定基準」をクリアする必要がある！ 

・ 障がい相談支援事業所の指定を受けるときは、合わせて特定相談支

援事業所の指定も受けることが基本となる！ 

Point！ 
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＜指定を受けるための基本的な要件＞ 

・ 申請者は法人であること。 

・ 指定基準等に従って適正な事業の運営ができると認められること。 

・ 総合的に相談支援を行う者として、次の３要件に該当していること。 

 事業の主たる対象とする障がいの種類を定めていないこと。ただし、他の事業

所と連携することにより対応可能な場合は障がいの種類の限定も可能。 

 自立支援協議会に定期的に参加するなど、行政や医療機関との連携体制が確保

されていること。 

 相談支援専門員に対し、計画的な研修又は事例検討等を行う体制を整えている

こと。 

・ 総合支援法第 36 条第 3 項各号（４号、10 号及び 13 号を除く）、児童福祉法第２

１条の５の 15 第２項（４号、11 号及び 14 号を除く）の欠格条項規定に該当しな

いこと 

 

 

 

 

 

 

 ＜人員基準＞ 

 人員基準には、事業所に配置しなければならない従業者の種類及びその員数が示され

ています。地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障がい児相談支援の、どの事

業を行う事業所であっても、「管理者」と「相談支援専門員」は必ず配置する必要があり

ます。 

 

○ 管理者 

 事業所の管理を一元的に行う人で、原則として管理業務に従事するもの（ただ

し、管理業務に支障がない場合は他の職務との兼務可） 

 

○ 相談支援専門員 

 「国の定める実務経験」と「都道府県の実施する相談支援従事者研修の修了」

の条件をともに満たし、原則として相談支援事業に従事するもの（ただし、業

務に支障がない場合は他の職務との兼務可） 

 

 

 

 

 

 

・ 総合的な相談支援体制確保のために必要となる連携を確保するこ

と！ 

Point！ 

・ 相談支援専門員の配置が必ず必要！ 

・ 相談支援専門員には「相談支援従事者研修修了」のみでなく、必要

な「実務経験」も満たさなければなれない！ 

・ 職員の兼務には制限がある！   

Point！ 
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＜国の定める実務経験要件（抜粋）＞ 

 求められる実務経験は、資格の有無や従事していた業務内容などにより、

３年以上、５年以上、８年以上、１０年以上となり、次のパターン１～４に

分類されます。 

 なお、資格取得のタイミングは、業務への従事期間中であっても支障あり

ません（資格取得以前の介護業務実務経験も時間数にカウントできます）。 

・ パターン１ 

 次の期間が通算して３年以上かつ 540 日以上である者 

① 平成１８年 10 月 1 日の時点で、平成 18 年 9 月 30 日までの

間に障がい児相談支援事業、身体障がい者相談支援事業、知的

障がい者相談支援事業、精神障がい者地域生活支援センターの

従業者 

・ パターン２ 

 次の期間が通算して５年以上かつ９００日以上である者 

① パターン１の事業における相談支援事業の従事者として従事

した期間 

② 児童相談所、身体障がい者更生相談所、福祉事務所、保健所、

市町村役場において相談支援の業務に従事した期間 

③ 障がい者支援施設、障がい児入所施設、老人福祉施設、介護老

人保健施設、精神保健福祉センターにおいて相談支援の業務に

従事した期間 

④ 「①～③の従業者である期間が１年以上ある者」「社会福祉主

事任用資格、医師、看護師、理学療法士、管理栄養士、社会福

祉士等の資格を有する者」であって病院や診療所において相談

支援の業務に従事した期間 

⑤ 社会福祉主事任用資格、社会福祉士、介護福祉士、保育士、児

童指導員、精神障がい者社会復帰指導員等が、障がい者支援施

設、障がい児入所施設、老人福祉施設等において介護業務に従

事した期間 

⑥ 社会福祉主事任用資格、社会福祉士、介護福祉士、保育士、児

童指導員、精神障がい者社会復帰指導員等が、障がい福祉サー

ビス事業、障がい児通所支援事業、老人居宅介護等事業等にお

いて介護業務に従事した期間 

⑦ 社会福祉主事任用資格、社会福祉士、介護福祉士、保育士、児

童指導員、精神障がい者社会復帰指導員等が、病院、診療所、

訪問看護ステーションにおいて介護業務に従事した期間 

⑧ 障がい者職業センター、障がい者就業・生活支援センターにお

いて相談支援の業務に従事した期間 

⑨ 特別支援学校において、児童、生徒の就学、教育及び進路に関

する相談業務に従事した期間 
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＜相談支援従事者研修＞ 

 相談支援従事者研修には、①初めて相談支援事業の従事者となる者が受講

する「初任者研修」と、②既に初任者研修の受講を修了し、相談支援事業の

従事者として事業所に配置されて業務を行っている者が一定期間ごとに受

講する「現任研修」の２種類があります。 

 特に現任研修は、５年の間に１度以上の受講修了をしなければ、相談支援

従事者研修修了条件を満たしていないこととなるため、相談支援専門員とし

て従事することはできなくなります。相談支援事業所に１名しか相談支援専

門員を配置していない場合は、指定基準を満たさなくなりますのでご注意く

ださい。 

 なお、研修受講の案内は毎年４月中頃、市内で障がい福祉サービス事業、

地域生活支援事業を運営している事業者あてに送付をしています。 

・ パターン３ 

 次の期間が通算して 10 年以上かつ 1800 日以上である者 

① 有資格者でない者が、パターン２の⑤～⑦の介護業務に従事し

た期間 

・ パターン４ 

 パターン２又は３の期間が通算して３年以上かつ５４０日以上あ

りかつ医師、看護師、理学療法士、社会福祉士、管理栄養士等がそ

の資格に係る業務（医師として病院勤務、管理栄養士として給食セ

ンター勤務等）に従事した期間が通算して５年以上かつ 900 日以

上である者 

 

※ 実務経験についての詳細は「指定計画相談支援の提供に当たる者として

厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示 227

号）」「指定障がい児相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定

めるもの（平成 24 年 3 月 30 日厚生労働省告示第 225 号）」をご確認

ください。 

・ 実務経験は、「どの施設（事業所）」で「どういった業務に従事」し

ていたかがポイント！ 

・ 指定申請時に、従事していた施設（事業所）が発行する「実務経験

証明書」の添付が必要！ 

・ 現任研修の受講漏れがないように注意！ 

Point！ 
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◆ 相談支援事業所における従業者の兼務について 

 

相談支援事業所 併設する事業所等  

管理者 
相談支援 

専門員 
管理者 

サービス

管理 

責任者 

生活支援員

等 

管理者  ○ ○ × ○ 

相談支援 

専門員 
○  ○ × △ 

 

   ×・・・兼務不可。ただし、相談支援事業の管理者とグループホームのサービス管

理責任者等の兼務については、勤務実態により兼務の可否を判断します。 

△・・・基準上必要となる常勤換算値を上回る配置がされている場合に、その上回る

時間数において兼務可 

※ 一般、特定、障がい児相談支援事業ごとにおける相談支援専門員（地域移行・地

域定着支援員）の兼務は可能 
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 ＜運営基準＞ 

指定を受けて相談支援事業を実施していくうえで、守らなければならないルールです。

事業種別ごとに定められているため、よく確認し、対応に漏れがないように注意してく

ださい。 

  （例）※表現は基準省令のとおりではありません 

   ・障がい福祉サービス利用の支給決定前に、利用者の居宅等へ訪問し、アセスメン

トを行い、サービス等利用計画案を作成すること 

・作成した利用計画案について、利用者から同意を得ること 

   ・利用計画案の写しを利用者に交付すること 

   ・支給決定後、サービス提供事業者と連絡調整を行うとともに、サービス担当者会

議を開催し、計画案の説明及び意見を求めること 

   ・出された意見等を反映しサービス等利用計画を作成し、利用者に説明し同意を得

たうえで、写しを利用者に交付する 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜事業実施に必要な設備について＞ 

指定を受けるためには、相談支援事業の実施に必要な広さを有する相談室等の設備を

整える必要があります。 

  

○ 事務室 

 事業の実施にあたり必要な広さを有する事務室を設けること。区画が明確に特

定されていれば、他の事業と同一の事務室であっても支障なし。 

 

○ 受付、相談室等 

 受付に必要なスペースが確保されていること。 

 事業の実施にあたり必要な広さを有し、プライバシーが確保された相談室を設

けること。事業の実施に支障がない場合には他の事業と同一の相談室であって

も支障なし。 

 サービス担当者会議等に対応するのに必要なスペースが確保されていること。 

 

○ 備品等 

 書類等を保管するための鍵付き保管庫、その他必要となる備品を備えること。 

 

 

・ 運営していくうえで、「何を」「いつ」しなければならないかを確認！

・ 運営規程の作成、苦情解決措置の概要、勤務体制表の整備は、指定

申請の段階で必要となるので事前に準備を！ 

Point！ 
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 ＜指定を受けるまでの流れ＞ 

   事業所の指定日は毎月１日となります。指定申請書類は、指定を受けようとする月

の前々月の末日までに、豊田市障がい福祉課へ提出してください。書類に不備がある

場合は受付できません。修正を２，３度行っていただく場合もあります。また月末は

書類受付けのための予約が込み合うことがあります。指定申請手続きは日程に余裕を

持って進めてください。 

 

① 基準を満たすために必要となる人員や相談室など事業を実施するうえで必要とな

る体制の確保。体制が基準を満たしているか等を事前に相談したい場合は、電話に

て事前に予約のうえ、豊田市障がい福祉課窓口までお越しください（電話：３４－

６７５１） 

② 豊田市障がい福祉課のホームページより、指定申請書類の様式をダウンロードし書

類作成と必要となる添付書類の準備 

③ 申請書類一式が揃ったら、事前予約のうえ、豊田市障がい福祉課窓口へ。書類の不

備がないかをチェックし、不備がない場合は申請書受付（不備があった場合は、受

付はできません。修正をし、再度予約のうえ、障がい福祉課まで書類をお持ちくだ

さい） 

④ 豊田市障がい福祉課から愛知県障害福祉課へ申請書類（写し）を送付 

⑤ 愛知県障害福祉課が事業所ごとに事業所番号を付番 

⑥ 事業所指定通知が豊田市より送付される 
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相談支援事業の体系と内容 

根拠法 事業所種別 実施事業 事業内容の説明 実施方法

基本相談支援 

福祉に関する障がい者や保護者等の様々な相談に応

じ、必要な情報の提供や助言を行います。具体的な地

域相談支援の出発点となるものです。 

地域移行支援 

入所施設や精神科病棟に入所・入院している障がい者

の住居の確保や、地域生活への移行に向けた相談対

応、外出同行、体験入居支援などを行います。 

 一般相談支援事業 

地域相談支援 

地域定着支援 
居宅で生活する障がい者との常時の連絡体制を確保

し、相談に応じるとともに緊急時の支援を行います。

事業所 

指定 

基本相談支援 上記と同様です。 

サービス利用支援 

障がい福祉サービスの支給決定前に、サービス等利用

計画案を作成するとともに、支給決定後にサービス事

業者等との連絡調整、計画の作成を行います。 

 

 

 

総合支援法 特定相談支援事業 
計画相談支援 

継続サービス利用支援 

一定期間ごとに、サービスの利用状況の検証を行い、

計画の見直しを行います。また、サービス事業者等と

の連絡調整、支給申請手続きの支援を行います。 

事業所 

指定 

障がい者相談支援事業 

福祉に関する障がい者や保護者等の様々な相談に応

じ、必要な情報の提供や助言、障がい福祉サービスの

利用支援、権利擁護に必要な支援等を行います。 

事業委託

 

地域生活支援事業に位置

づけられる相談支援事業 

（市地域生活支援事業抜粋） 
基幹相談支援センター 

相談支援の中核的な役割を担い、総合的・専門的な相

談に応じるとともに、地域の相談支援事業者に対する

指導、助言や相談支援を行う人材育成等を行います。

※現在は

未実施 

障がい児支援利用援助 
サービス利用支援と同様です（障がい福祉サービスを

障がい児通所支援と読み替える）。 
児童福祉法 障がい児相談支援事業 

障がい児相談

支援 
継続障がい児支援利用援助 

継続サービス利用支援と同様です（障がい福祉サービ

スを障がい児通所支援と読み替える）。 

事業所 

指定 

別添資料 １ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊田市障がい福祉課 

 

電話 ０５６５－３４－６７５１   

FAX ０５６５－３３－２９４０ 
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